
年間配送回数 回

8 回 8 回 9 回
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31 5/5は休み

9 回 7 回 8 回
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31 8/11は休み 9/22は休み

令和８年度　教育委員会内文書配送業務カレンダー

対 象 22施設
小学校（14校）、中学校（８校）

業 務 内 容 教育委員会から各校へ文書を配送し、同時に各校からの文書を教育
委員会へ送致する。

配 送 日 １　配送日は、毎週火曜日、金曜日
２　配送業者は、配送日の前日午後４時00分以降当日の午前８時15分まで
　に文書ボックスを教委総務課から受領する。
３　配送業者は、配送日に各校に文書ボックスを配送し、同時に各校から
  同課あて配送ボックスを回収して、同日の午後３時までに教育部総務課
  の指定場所に送致する。
４　原則として、配送日に各校が休業している場合は、文書の配送及び回
　収はしない。
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４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月


